
I

妬
師
町
叱
晶
瓦
師
Ｐ
叱
咽
“
戸
隠
町
弼
呂
跨
耐
兇
咽
毎
昭
帥

号
溌
汲
蕊
凋

。
●
◆
■
●
◆
由
●
◆
ｒ
■
■
■
●
①
。
●
■
恥
６
■
韻
■
●
●

・
輌
額
四
》
・
年
．
肩
Ⅱ
塚
一
一
・
ｍ
》
担

一
〈
罰
《
》
『
》
》
、
訳
。
韮
。
．
《
Ｄ
一
口
雫
一
睡
》
一
・
・
Ｄ
・
一
。
．
。
》
。
。
心
心
●
。
堅

■
●
Ｐ
●
酢
●
■
●
■
毎
●
■
◆
●
曲
◆
毎
凸
●
６
■
■
■
■
◆
■
詐
甲

糊
剛
餅
缶
洞

第
蕊
銭
逼

潟
計
斌
司
朧

交
燃
蕊
郷
２

本
塾
蕊
城

道
狩
孤
聯
乎

３
間
留
５
胃
靭
３
圀
冗
闘
凰

警察本部各部〈斫属の景蕊
譽麦蕉蓬票蚕職■裳蕊÷
註云簔蔵孝菱j蔑毒三檗
各j:: ;響:戒と察::; 』〈署: : ; ，長: ;::室1

路

弔
配
妙
廿
乞
媚
歩
乏
ｇ
討
轟
誤
誓
蝿
詮
辱Ｉ

､

ろ
屯
金
Ｕ
ｐ
淵
寺
・
呑
次
珂
夙
毎
シ
砂
鈍
屯
騨
＆
謎
唾
月
影

交 通: 17 i :部澱:』長

卯
①
喝
噴
レ
ア
わ
況
卓
汐
叩
⑤
寺
』
》
も
嗅
計
酌
醇
圏
塑
穿
和
昭
図
『
ｖ
⑫
匪
毎
も
厘
凹
宅
堀
群
、
師
ｇ
秤
騨
為

､ :迩度違反自動取締装置等運用要領の制定につい垂(通達）::: #:: ； Ⅷ: : : i . ; :､猟1〃?、
． ‐ 、 ． . ． : ・舅･ ･い･". ． ． .. ． ． ； ； ：. ．．..: ・ ・ : ．. : 。 '､. ．:｡’ . ･ ･ : ;:.:.:. .i : . . r. 1:... : :. ド 、 ． ； .･･ ･： ． ・・ ・ ．． ． :…． .． ： ･ :． ； ： . . ・ ・ ： －： ． ．．､． . ： . ． ． ． ． ：； ． ：． ： ‘ ． : ･･｝ ． ． ． ： ・ ・ ． 。

‘この度､ ､別添のとおり: "｢速度違反自動取締装置等運用要領｣を定め､平成28年M1!
． ． ；『 ． ： ． ．･ ･ ｡ . ． . ． 、 ． ､ ｡ .｡ "' ･ 《、 : : .: . . .． . . . ….･ r.･ .' .･: ･ .".･ ･T:% ･:.. : ･r.･ ･.:･笈t :-: ．: ::． ．.. ． .･ ･ ･" ．． : ･ ･ ･念: ． : ･･.. . . i , ｡ :． . .．..．: :. ･･ : ; も ．: : ･ ･蝋

日から運用することとしたのでj所属職員に周知徹底のうえ、適正な運用に努められた 解
弼
含
毎
巻
Ｐ
夢
み
呈
冒
い
ぁ
際
冒
柾
鱈
毎
戸
や
令
詠
解
を
詮
男
才
喧
硯

い。

(指導取締係 5116)

去
酔
』
釦
ソ
、
心
孟
腕
Ｐ
ア
ジ
デ
画
夕
聖
炉
汐
軸

■
ま
Ｉ
５
さ
４
Ｑ
鮎
ｇ
〃
・
Ｐ
■
９
Ｊ
。
Ｂ
令
Ｄ
Ｂ
ト
ヴ
ヴ
守
口
き
ざ
商
ｂ
エ
■
Ｐ
Ｆ
Ｐ
や
主
ら
暮
凸
△
湧
』
ク
ヂ
ザ
退
改
亟
三
『
、
客
夕
も
垂

；

唾

ｒ
◆
０
６
◆
。
ｐ
■
ｐ
■
●
Ｂ
■
９
．
ｂ
ｂ
Ｄ
ｂ
０
ｂ

I

Ｇ
Ｄ
Ｕ
９
ｌ
Ｉ

毎
●

● 必 ● C 4 a ■① ■

羅締蛎
寺 ■◆ P

g ● ■ ● C a ひ ◆

■
■
■

ｐ
①

。 ｡ ． ．： 。 ， 。 ：．
■？ ● 守 4● ■

F

■ ■

ゆ

■
。
■

･ ･ ･ , $芯 ．ｰ

$ : : §: :《、鯛蕊:蕊
｡ □ ◆■ ● ●■ * 今■◆◆今 ■●■

肖効期澗
■ 心b a a ● ◆ ●

◆
巳
。
●

③
■
■
■

も
Ｐ
Ｐ

◆
巳
■
■
●
■

●

。 ．． 。 ：
◆ ● ① ひ

、 ． . ； 、2 ．「
・ ・ 13 ・ ・・■ ■ ■

b ◆ ■■

■ ●

白:: ､ :ご
1 ． ． ﾛ ｡ ･ ･ ･



や
曹
猶
髭
乞
》
疹
鹸
零
嬰
庁
鷺
斜
諺
侠
提
俸
挿
簿
汀
宝
悪
溌
電
弧
噂
諄
〆
誤
泌
渉
窓
須
筐
奮
弥
町
盟
影
蟻
壗
量
諦
貯
溌
廻
睡
智
ｇ
＆
禽
垂
騨
謡
諒
笈
語
並
野
源
夢
愚
私
迅
診
溌
捜
輝
か
言
笈
豚
悪
鈩
ぎ
み
吐
浅
風
巽
易
墓
詮
も
忍
話
易
撮
謬
説
罰
毘
寡
易
巫
溺
紛
鯉
影
や
唾
霊
為
歸
あ
わ
里
の
登
捻
じ
る
聾
砿
ザ
ピ
罵
弓
ご
く
邸
呂
乞
迫
考
』

： i …唾: 、 “ ． ." ;: ： 、津, j .･ ､ 《－ 』:別添:弦; : : : 、 ＃ j ： γ: ､ ､: ; ; ： : : …: …” …： …… ～ : ” 〈＝ 、 ＊ ： : : ” …
． ． ， ． ・ ・ 、 ． ． ： ： j ・ ． ． ： ． 5 ．． 。 ： ： ． ． ． ． . ．． ： ． ・ ・ ・

： ． .． ． ： ： ． ： ‘ ． 、 ・ ・ ・

～､－％、i~ . - j :; # : J『■漣瘻澆屡亘諏締装置等運題要領ぶミガさ〃;‘〃ゞ：； ・ : : ： ､ 〈 ． ‐
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誠i澪の要領ﾄさ､速度違反自動取締装置及び高速走行抑止装置似飛;｢取締装置等｣と

､:いう｡ﾙによる速度違反亟誌伽蓮戚篝獣凱､必難事童を定砿交通法令達
狼蝿正雄査を図る=とを自雌するざ）好荘Y室､"#: :Y ､孔ﾓﾛ〃: ､{ ¥4;:・ ．； . ： .: ・ ’一 “

第2 用語の定義 さ : : :; 〈: ！ ； - 』 : ： ミ ゞ § ↓ i ;:－ # ‘ :＊
． .： ‐:． ． ． ． ‘ ｡ . ..･･ ･ 。. 2 ．． 。： ．、 … ： : ： : 、 ！､ j

‘ ． ． ；．、 ． ． ． ． ．． ．i ; l ::: :､ ；』この要領における用語の定執,沈のとおりとする｡ … :: , 』 :｣ "か？ "｢ { ; ､ ↑ i l、
． ． j ． : ： ．

瓢: 、速度違反自動取締装閻::: iが､ : !… :､－ ‐…！ ､ 《 …： ゼr~- :､ ゞ: .r
" ■ :穂度違反自動取締装置は､$車両の走行速度をし-ｰ式馴ﾙﾏプ式速度測定機
;) 〔器により自動的に測定又は算出し､寺定の速度を超える車両を撮影する装置であり､
:次の装置で構成されてﾚ』る。 : ; ；

： (1) ､端末装置 i ; : ､~5: : ･･ ： i:
ネ ペ〒一定の速度を超える車両を撮影し、中央装置へ函像データを転送する装置のこ

： 、
とをいう。 ‐ ：

γ i
(2)中央装置 ：

端末装置から転送された画像データをハードディスク文は記録媒体（以下「ハ

､ －ドディスク等」という｡）に記録し、プリンターにより画像(以下「違反写真」

という。）を出力する装置のことをいう。

2高速走行抑止装置

高速走行抑止装置は、一定の速度を超える車両に対し警告板により警告するとと

もに、警告に従わずに高速走行を継続する車両の走行速度をレーダー式速度測定機

器により自動的に測定し、撮影する装置である。
（1） 端末装置

高速走行抑止装置における端末装置は、警告装置と撮影装置から構成される。
ア警告装置

一定の速度を超える車両を検出し、当該車両に対して電光警告板により警告
を与えるものである。

イ撮影装置

一定の速度を超える車両を撮影し、画像データを中央装置に転送する装置の
ことをいう。

（2） 中央装置

撮影装置から転送された画像データをハードディスク等に記録し、プリンター
により違反写真を出力する装置のことをいう。

第3 運用体制

1運用責任者

（1） 警察本部交通機動隊、警察本部高速道路交通警察隊、各方面本部各機動警察隊

及び北見方面本部交通課（以下「運用所属」 という。）に運用責任者を置き、所
属長をもって充てる。

I
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# ： ： (1)運用所属に運用副責任者を置き、副隊長(北見方面本部交通課においては､ :交
． ． ： ．： ： ． ． ， ・ ・ ・､‐ ．・ ・ ・ ． ･･L ： . ． ． ､ 3 ． ． ． も ． ． ． § ‘ . ． ． ． ： ． ． ． ． ． ． ． ． ． ”． ．． ： ． ． ． ． ． . ． ， 、

、 ： ・ …… がか: ： ： : ミ ！ 、i : 』
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・ ・ 、 f . .:房 、 :.. ･ . .; .･ ･ 、 ・ 、 ： ・ ． ．
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f ､(2) 運用副責任者は､運用責任者を補佐し､取締装置等の運用に関する事務を行う。
． 。 ． ． . ． ． ． ： ． ・ ・． ． ． ． ． ： ．． ： ． ． ． ． ・ ・ ・． ． ・ ：. .． ・ ・ ： ． ． ､．

， ． ． ． ・ ・ ・ ．・ ・ ． ． ．： ． ． ・ ・・ ． 。 . ． 。 ‘も 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‐ 。 ， ． ． ・ ・ ・ ． : 。 ． ． ． 。． ．． ..． ． 。 。 ． ． 。 ・ ・ ・ ・ ’も

． ： ． ．． ・・ ・ ： ． ． ： ； ． ．: .. ･ ， :． ； ． ． ．. ． 、 ． ． ； ． ：' ． ．． 、 .、. .:． ． . .．. , : ．

; … ’ (1): ､運用所属に取扱責任者を置き、当該運用所属の警部以上の階級にある饗察官の
・ ． ．､ え＝ ← ￥…： 必i ； W ，

、 中から運用責任者が指定する者をもって充てる｡ : : 4: , : : .: ：
』 ゞ :例"取扱責任者隣:当該”所属における奉締装置等の点検.調整及び盗難柵損
等の防止及び適正な速度違反の取締り及び事件捜査について運用責任者及び運用

． ≦ 壷ﾘ責任者の請佐I=当たる｡ ; ■ツー － : "＄""I､] 、:､
i

4取扱担当者 ： ‘

(1) 運用所属に取扱担当者を置き､当該運用所属の警察官の中から運用責任者の指
。 ： 、

: 1定する者をもって充てる‘。この場合において、取扱担当者には、第2級陸上特殊
’ ． ： ．

無線技士（特殊無線技士（無線電話乙）を含む｡）の資格を有する者を充てるも

のとする。ただし、ループ式速度違反自動監視装置の取扱いに当たっては上記の
‘ ： ． ： ． ．

・ 資格を要しない。

(2) 取扱担当者は、当該運用所属における取締装置等の点検・調整に関する事務を

処理するとともに、速度違反の取締り及び事件捜査に従事する。

5 取扱責任者・取扱担当者指定簿の作成

： 運用所属に取扱責任者・取扱担当者指定簿（別記第1号様式）を備え付け、当該

運用所属における取扱責任者及び取扱担当者の指定状況を明らかにしておくこと。

第4管理体制

1 管理責任者

（1） 警察本部交通指導課、警察本部交通規制課及び各方面本部の交通課（以下噌

理所属」という。）に管理責任者を置き、所属長をもって充てる。

（2） 管理責任者は、運用所属の指導及び取締装置等の保守管理に伴う事務を総括す
る。

2 管理副責任者

（1） 管理所属に管理副責任者を置き、各所属の次席をもって充てる。

（2） 管理副責任者は、取締装置等の適正な運用について、運用所属を指導するとと

もに、取締装置等の保守管理に伴う事務を行う。

3 管理担当者

管理所属に管理担当者を置き、 当該事務を担当する警部の階級にある者をもっ

て充て、管理責任者及び管理副責任者の補佐に当たる。

第5 取締装置等の点検

1 管理所属による点検

管理責任者は、取締装置等の精度を維持するために必要な期間内において、定期
的に業務委託業者による保守点検を実施すること。
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壬::2運用所属による点検 ： f; ､< ; : :

:刈壷臣責任着は､取締装置等について側時又は必要に応じて､目視に垂毫点検
を実施し、異常（破損及び落雪のおそれがある積雪等)を発見したときは、 :管理

を ． 、
責任者に報告すること｡ … ： ： : ： ： i

： (2) "取扱担当者は、違反写真抽出前に中央装置の始業点検を行い、その結果を点検

、実施簿捌記第2号様式)に記載するとともに､異常を発見したときは､ :鋤責
.･ f､ .. W. . . .: ･ - ･ . r : . ; ･ :. i . . . ′ 、 ． ． ： ：． ・ ， ． ． ． ． :：

も また、監視装置が毎日定時に自動的に行う自動点検についても、始業前点検時

ノ にその結果について点検実施簿に記載するとともに、異常を発見したときは､運
:用責任者に報告するごとぎ : ≦ 口発｣¥ : ” “ … 〃 ；… "

第6関係所属との連携 ・

ﾐ取締装置等の端末装置の設置場所を管轄する警察署（高速自動車国道に係るもの

については､当該高速自動車国道を担当区域とする所属とする。以下「管轄所属」

という。）は、管内に設置された取締装置等の端末装置について、随時又は運用所

属及び管理所属からの依頼に応じて異常の有無を確認し、運用責任者及び管理責任
者に報告すること。

第7 事件捜査要領

1 違反写真の組織管理

(1) 違反写真の出力

取締装置等で撮影した違反写真については､追跡捜査の可否にかかわらず､出

力すること。ただし、追跡捜査が可能な違反写真との取り違いを防止するため、

取締装置等の点検のため撮影された画像データについては出力しないこと。 ､

なお、違反写真を出力した際は、その都度、中央装置から「画像検索結果」 （点

検のための撮影を含め、全ての撮影状況が記録された一覧表。別添『画像検索結

果出力例」参照｡）を出力すること。

（2） 追跡捜査が可能な違反の措置

取扱担当者は、捜査が可能と判断される違反写真については、交通法令違反管

理簿（速度違反自動取締装置等） （別記第3号様式。以下「管理簿｣ という。）

に各違反写真の固有番号（端末装置ごとに付される違反写真の通し番号。以下

「ロール番号」という。）及び撮影日時･‘場所等を登載したうえで、速度測定記

録書（速度違反自動取締装置レーダー式については別記第4号様式。速度違反自

動取締装置ループ式については別記第5号様式。高速走行抑止装置レーダー式に

ついては別記第6号様式｡）を作成し、 「画像検索結果」とともに運用責任者に
報告すること。

（3） 追跡捜査が不能な違反の措置

取扱担当者は、写真不鮮明等の事由により捜査が不可能と判断されるものは、

不鮮明等写真簿（別記第7号様式）に登載し、追跡捜査不能の理由を明らかにし

たうえで、 「画像検索結果」とともに運用責任者に報告すること。

（4） 幹部による突合点検
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ハ礪顎責廷諏:”錘責廷“':,追鐵蘂査の可否を間わ説全ての違反写真につ
≦ :<#いて1各違反写真の口男ﾙ番号及び撮彰日職場所等怒噛窪謹素結果jと突合

, 』 : :漁検卿毒識漏湿繩ﾙﾒ造逵差薙認薪署乏乏さ群≦■ fさ蕊鎚報;･斑が”￥
… … ． γ : : :鳥: : ､ %:‘ ,:jが: :､ﾈ "ﾙ､; ､:､r:: : _ ､､ざ､:.. .･ : . ･.(： §: l.i ･･ ･. :､ :蕊､､;’ : ＊;… ： ‐ ; 、､、 ：

W≦#恋お逵二卿像検索結斑に”ては､運用所属において3年間保存することざ；
乞槌跡控査の管垂"f:M｝〃〃〃:が :『ざi:j"": Ⅶ"ﾕ:、・ …"ミー… … #{ ： ： … ‐ ： - ： ､､: :: : : ： 'かr蜜〆:、 : ; I

刈鋤雲塞蝿の記録剛い■い｡；1刀工■ご至妻三m"ljぞ蓮ヨ
: ： :取扱担当者は､捜査経過を明らかにするため､追跡捜査鰯i(別:記第8号様式) :

… ． … 、 ： ､. ． “ ： ､…:: : 〆 .･ ､ ： ． ．＆ 、 。: … ： : :‘ ． :…．…； ・ ･ “ .． ; ： 、 ：

に捜査の経過、指揮伺い事項を記載し､運用責任者の指揮を受けることjただし､
． ． ：． ． ‘． ．f・ ： ．:． ‘ ・・ ． ． ． ・ ・・:. ：…: .1･:､ ･. :. :. : ...･． ･･ ･、 ： ： ．．・ ・ ・･・ ・・ ･ ； ． .．÷ ・ ・ ・ ．． ・ ・ ・ ： ． ．..： ． . . ． ‘ ．.: ： ： . ． ．・ ・： ．.;． ． 』．: .． ． ． . .:： ・・ ・ ・ ・ ・ ； .． ． ；

: :北海道警察操査指揮規程郷感嫉警篝本部訓令卿5号･以下賄揮規程｣ .とい． ． ・ ・ ・ ． ： ． 。 ‘ ．. ． ． ． ： ． ． ． ， ． 、

: : ：う°）：に定める、警察本部長指揮事件及び方面本部長指揮事件に該当す､る事件(以
. . ｡ . ． . .｡ ： ･ も .｡ .･ ： ･ ･ ･ ; ｡ ｡ ' . :｡ ｡ .｡: f ･･ ･. ｡. . ＄ , . ： . ． ． ． ． ． ・ ・ ・． ． ． ． ． ． . ． ． ． ． ： ． ． ′ ：

/ ､ :下｢指揮規程該当事件艸という｡）については､同規程に基づき､必要な指揮を
： 。 ． ． ．・・ ‐ ． ． ： ‘ ： ． ．： 。 ， 。 ． 。 ． ． 、 ． ． ． ． ：.. ． . . ． ． '‘ ・ ・ ． ． ． . ． ． .: ．： ．： ． 。 ． ． ． ． ： ・ ・ ． ． ． 、

: :受けるとともに、追跡捜査簿に捜査の経過を記載して明らかにしておくこと。 ;；

'2)被疑者の出頭指示好j■〃〔 : ‘ “ :~Z;｛ " 、… …： j ~ … … ： ： 〃

： 被疑者に対する出頭指示は､原則として違反車両の使用者に対する通知書(別
記第9号様式）の送付又は電話により行うものとし､措置経過を追跡捜査簿に記

．． ． : . ･ ･ ･･i f . . :.. . ． ： ． 、 。． ． ・ ・ ・ ． 。 ： ： ．． ． ． ・ ・ r ． & ． ．． ：

’ ：載すること。 ： ： ： ：
3．未決違反の管理 ；

(1)］管理簿による管理 ：

ア取扱責任者は、管理簿に登載された違反について、 ､必要な指揮を行うとと

もに取扱担当者からの報告内容及び捜査記録を精査し、捜査の進捗状況を把

握した上で、追跡捜査簿に捜査状況を記載すること。 ：

また、取扱責任者は、個々の取扱担当者の業務負担を把握した上で、特定

の警察官に過度な負担を負わさないよう、業務の平準化を図ること。

イ管理簿は、毎月、所属長の決裁を受けること。

なお､管理簿の決裁に当たっては、最終登載違反の柵の直下に決裁を受け

ること。

（2） 長期未決違反一覧表による管理

ア長期未決違反の定義

管理簿に登載した違反のうち、違反日から3か月を経過しても通告センタ

ーへ引継ぎ又は検察庁若しくは家庭裁判所へ送致（付） されていない違反を
いう。

イ長期未決違反の措置

｜ｱ｜ 取扱担当者は、長期未決違反について、長期未決となっている理由及び

未了となっている捜査事項等を明らかにした上で､長期未決違反一覧表（速

度違反自動取締装置等） （別記第IO号様式）に登載すること。

（ｲI 取扱責任者は、長期未決違反について、取扱担当者から捜査の進捗状況

等に関する報告を受けるとともに、捜査記録を確認したうえで必要な指揮
を行い、迅速に捜査を推進させること。
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: ： ｡ ； 『i :; :州: :長期未決違反壹覧表は、"毎月､管理簿とともに運用責任者の決裁を受け

好､:!〃ろ=遣脚翠蕊逐職:鷺好悪遥”瀞:〃r"jl:""ﾐ′”､:“ ’…． ． 、 ． ． ． 、 ． ． 、 ・ ・ ： ： - ： ． ． . . ． ． ､. 、 ¥ ･ : i: , 、 .:･, -:.．: :: :． 、 ． ． 、

… : : :"/; ､ I好師:が《 : : :;､¥:ｫ :､: 、 皇 －，:, 『≦:: : :､ : § ; :靴､: ､ : ′: ､竃:秘;… : : :"= # ､ (: : : : :: : :;'
ぶ･ :や､ :､; :な:為撮期未決違反弓覧表の決裁に当たってはも :最終登載違反の柵の直

i …‐ ゞ…… ： /‘ ･… ､_ ： ､ : :､: : :､:灯鋲』 ,:r: ; ､: : ･ ' ::.: ､…§ ::: : :〃 :’､…えミ ”
-- -: : :下に決裁を受ける黒と｡耐: : ギ ﾐｰｰｰｰ､､… “ ‐“ … "; ＆題"" !鈴:
､4不立件違反坊取扱い類:｜:好凌: /rr; i :な､ ､i Ⅸ : :､: : ’》 ' :鷲 ; :-" : " ､、 ､ ､ 1 ･…；

…： … ;： § :‘…w:鍔: ﾄ : # :､ : . . ･T.t . ･ . : .･ : : ｝ ≠! ... . '･ # …､ : ::』･ : ､ : 《 : ＝: : ! ､1経;. . : … :”､ … : . ･. .･ ..… " : ：
､ ‘浪跡捜査の結黒遮反者の速度違反について､緊急避難又は正当業務行為として

・ ・ ： ： ． ~ ： . . ． ･ 穂． :; : ． ．:: : ｡: .．‘ ： ． ．. " ･§．： .: ：:． ． .： ， ‘ ． .； ， ・ ” ・ ． ． ． :“ ： ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ： ： ． ． “： ； .･､ :::.･: . ． ．.::： ．- ．､.:、 ： ．、 . ． f‘･≦ ･･． ；….. ． . ． ， ’ ・ ． .: ． ．: ､ ､

"::違法性が阻却ざれる事案鶚違反を立件しない場合は寸捜査経過を明らかにした捜

": 萱報告書を作成するとともI彗漣度郵走識害及びを“あ函職鐸とともi=蓮雨． ． .． ‐: ．・ ・・ ‘. ． 。 ．‘， ． ． ：：・ ・ ・ ：． ．・ ・ ．． ． ． ： .． ， ． ． ． ， ． ． ． ． ． ． ． ． 、 ． ． ． ． ， ． ． ‐ ． ． ・ ・ ・． ． ・ ・ ． ． . . ． 、 ． ．

} ､*責任者に報告Ⅸ指揮を受けること”靭三: :=:x;RJ=-F"~":､+:f" ､'";":::2 " :: n .lrt :"i: j~: ､≦、三W（〃:廷』曲:』:肺：． ． ： ． : ． ; ｡ : 稲｡. ．: ‘ ． ：． ． ．． －x :. ．. ‘ ．、 ･ ･ ･ ､ ． 。 ． ． ： 、 4 ． ．． ．‘

& : ﾐ :なお≦指揮事項に.い莚ば､追跡捜査簿i二記録必決裁を受けること｡ただし､ ；
》指揮規程該当事件について唇､壷“程に基ついて必要な指鯉受:け暑こ≧･紀
､ル、不立件違反に。いてiは､関係記録を交通法令違反不立件簿:(速度違反自動取締

． ． ． ． ・・ ・ ． ． ： ． ． ．"． ． ． ． ． ． ： ：=・・ ・ ・ 、 ． ： ・ ・ ： ． ： ． 、 ・ ． ． ．

; )装置等) '(別記第ll号様式)に編さんしてB年間保存すること｡-…:､ .! A : ･ "､｛;
： ． ..． ． ． 、 ． . :. 、 ． ． ． ． ． . 、 : ． ． ． ． ． ： ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ， ． ． ． ： ． ・
5事件管理の徹底 :: ; : : : : ： ユ : ：

． ． ．； ・ ・‘ ： 〃 ． ．． ． ‘ §． ：． ． ・ ・ ． ． ‘ ．
： ： ． 。 ． ． ． ・ ・ ． ． ． ． ． ． ： ’・ ・ ・

各級幹部は､:取扱担当者からの報告、管理簿冊等の決裁時及び事件:記録の精査･ ；

確認により､未決違反の捜査進捗状況を把握して必要な指揮を行う等事件管理の
． ． ． ． ． ： ． ． ． ． 、 ‘ ： ， ． . ． ・ ・ ・ ． ．． ． ． ：

徹底を図ること。 ： ，

第8 記録媒体の管理 ‘

1中央装置の記録装置がハードディスクである場合は、業務委託業者による保守点
・ ・ ． ． j ・ ・ ・ ・

検時にハーlミデイスクの空き容量を確認するとともに、必要に応じて画像データを

記録媒体に記録すること。: ：

画像データを記録した記録媒体は、運用所属において管理すること。

2記録媒体の管理に当たっては、記録媒体管理簿（別記第l2号様式）に登載すると

『ともに管理番号を記録媒体に明記した上壱、運用管理者の指定した施錠設備のある
ロッカー等に収納し、 3年間保存すること。

第9運用上の留意事項

：1 管理簿の記載要領について

‘ 管理簿に違反場所を登載する際は、略称を使用できる。ただし、略称を使用する

場合は、交通法令違反管理簿（違反場所一覧） （別記第13号様式）を添付すること。
2 通知書の規格について

通知書については、様式の内容を具備していれば、規格の変更等を妨げない｡

3 編さんファイルの管理

編さんファイルの管理については、別表のとおりとする。
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－ム内に達した時、端末装置が作動して速度を測定算出すると同時に

速度違反車両を撮影し、画像データをNTT回線により､
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設置の中央装置へ自動送信、保存

され、 この保存された画像データを画像プリンタによって写真化する

ものである。
ゆ
りら

2 本装置の速度測定は、電波のドップラー効果を利用したものである。

測定現場の見取図
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間から車両速度を算出し、あらかじめ設定した速度を超過した車両に

対しても撮影位置(C)で端末装置(撮影部/発光部）が作動し、速度違
反車両、運転者を撮影し、測定速度、測定年月日時、測定場所等のデ
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一夕が同一画面上に自動記録される。
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され、 この保存された画像データをプリンタによって写真化するもの
である。

■ ■ ■

● ■

● G B

3 装置の構成は、端末装置と中央装置から構成され、端末装置の主な
◆ ●

構成は、制御部（測定換算)、撮影部、発光部、感知部（ループセンサ）

で、中央装置の主な構成は、コンピュータ、画像プリンタ、記憶装澄
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､速度測定方法及び写真撮影方法

1本装置は、被測定車両が、端末装置から投射したレーダーの電波ビ

－ム内に達した時､端末装置が作動して速度を測定算出すると同時に

速度違反車両を撮影し、画像データをNTT回線により、

設置の中央装置へ自動送信、保存

され、 この保存された画像データをプリンタによって写真化するもの
である。

2 本装澄の速度測定は、電波のドップラー効果を利用したものである。

測定現場の見取図



”
爾
仔
｛
副
禽
砿
灸
脚
堕
ざ
量
〆
諦
諺
腱
跡
凸
民
蕗
ご
ｓ
幹
戟
爵
昌
哲
尽
ｚ
卵
三
好
博
△
ク
宮
留
塊
一
ｍ
配
色
負
諏
Ｆ
渇
き
固
唾
Ｒ
ロ
質
玲
』
Ｒ
Ｅ
一
凌
ぎ
陵
伽
●
鳶
口
。
Ｆ
餅
６
部
毘
〆
罵
中
・
勅
聴
趾
点
岫
一
暦
分
印
Ｐ
睡
凸
冗
冒
、
釦
砂
『
Ｅ
砥
眉
筋
』
・
吋
易
段
秒
ウ
ケ
。
ｒ
畠
５
ケ
Ｐ
ひ
冒
亨
Ｅ
■
ｇ
守
り
’
や
？
錬
畢

０

一
屯
ｑ
ず
じ
◆
睦
年
も
恥
〆
誹
糾
畦
酪

別記第7号様式(第6の1の(3)の事項関係）
師

■

字
●

Ｆ

①

。

一
口

甸守

がい;二ラド 魚、秒 I :等K 々 ;ご写真､窪§蚤;: : ‘ ､ ■4

◆ p ■ ■
｡ ｡

｡ ● F
● ● ● ●

● O G ●Q 誰

一

■
■

白い
寺

。

:日
｡ ｡

p

q

F

●

凸

F

1

i :写真番号…（ロール番号肌;: ゞ
r>/": ･j#::: …. ・

.. ． ｡ . ｡ ･･ ･． ． . ： .
■ F ■ ■ ◆

●

■ 中 ■ q q● ● ■bゆ
● ●

旬 ｡■ ■

● C ●

”地点名 ．.､ : "…11:: ； ､ … “ ：． ‐ : ::4:､￥ “ i :. . :y･:'
｡ －

ゆ ◆ ｡

Q巳 ● 、 q
● ■

、 ． . ． ・ ・
●

● ●

● 6

D F F

● ｡

● ●

＄
●
几
、 , : :裁

■

● p q

運氏 責任者
◆ ■

や 』 巳 B ● ● ■ 寺
●

● け

｡ ■ ◆ ●
● 。

巳

● ●

●

● ｡ ■ ｡

C G

｡ ■
● 6

● ● 6

心 ｡ ■ F
▲ ●

◆ B a 口
● ■

◆ ▲
● ｡ ●

B G

4 口 ｡ ●

寺 ■

守 寺

寺 ■

麓M副費任者
● ● ●

● や

● ● P
F F

● ● ②

● ●

● ■
● ● ●

凸 ■ ●

守 ● ●

い む

● ｡

｡ B ●

● ●

｡ ■ ｡

●

◆ ◆ ■ ■

●

q ■ ●

■ ■ ●
● 凸■ 、

■ 4

P

● ｡

■ ゆ ●

I ヌ； 愛
１
■

雪f皇襄
卜
■

、･ ･ ． ． . . ､ ざ
◆ ■

● 畢 ●

●

● 令 ■

● 今

6

● ●

● ● ● ら

● －

■ づ

申

p ●

｡ ｡

､小測手､明埋田 ： ： 、

ざJ1 I
ロその他 、 “ :

・ ・ ： ． ．． ． ： ． ．

7う ■ござ■

Q q Q p △ 8 ･ ･ 。

F ① ● ■ ■ ● ●

◆

● ①

■ ■

■ △ 寺
■ ●

◆ F c p

凸
Ｇ
ｑ
ｐ

Ｑ
凸
■
■

Ｂ
■
■
色

●
◆
。
■

●
Ｊ
“
●
●
●

争
甲
毎
■
▲
◇
◇
●
◆

●
。
◆
▲
■
’
■
“
寺
ｅ
１
◆
’

◆

ｅ
◆
寺

ｂ

、

句・

■
古
、

、
■凸

■
■
や
■

や
■
Ｆ

●
字

●
■
●

心
Ｂ
Ｐ

Ｐ
中年●

●
寺
の

■
毎
寺
。

ゆ
り
“

●
●
◆

ｅ
ｑ
ａ
■
争

旬
●

●
函

。

●

③

◆

●
や
■

◆
●
●
◆
ｑ

●
ｐ

七
■
ｑ

ゆ
。
Ｄ
一
白
白
白
白
白
白
■
白
白
室
白
自
●
●
■
毎
Ｇ
■

． ‐ ． ： ． ． ， ． ． ，

i … ： 、 、 ： ・ . ． ： - ； : ‘
： ． ．

Xj … .: ; : l fr: : ¥ :: … ： ：

ヅ i

：． ． ．
』 、 ；… ：： ：

．． ． ． ． ： ． 、

” ＄ ' ゞ 〃
： j ： ： ！: : ;f::

． ， ： ’. ． ． ． . ．

： - ． ． ： ．
； ： ． ． ． ．

． ． ： ：．、

不鮮明等写真貼り付け棚 》
． ： ． ． ． 、

;〉 ・

： ． ． ．

e ●

C O
■

ａ
Ｑ

Ｄ
ｅｅ
ｂ
ｃ

色 ｡■ ■

｡ ◆
9 ｡

■

■

◆

■

●

｡

■ ●

｡ ● ｡

● ◆

。 〕

■ ●

● ●

■ ■

◆

■

■ ■ ■

●

争

F

■

町

● ①

● ■

崖
＝

Ｆ
，
Ｉ
Ｉ
Ｌ

、 。

写真番号（ロール番号） 地点名

■
ら
ｑ
ｄ
ｑ
ｌ
ｑ 舟 ；我
運 科寶‘壬者

瞳M§闇H巻

取扱黄任者

●
・
屯

ｲ、鮮明埋田

不鮮明等写真貼り付け棚
‐

6I 20 43UI ノト慨朋等互恵鰯 I 貝任



ル
キ
テ
い
Ｆ
建
屋
認
竃
多
く
鈍
詫
謬
堆
民
の
毎
秘
腓
砕
馨
津
詳
宇
淳
綜
↑
翰
豚
提
荘
鳴
凸
争
国
恕
》
、
ご
第
駁
琢
湯
話
鯉
窃
冬
跳
圏
罪
邑
抄
の
ざ
む
ご
匙
乙
電
毎
画
ご
み
心
鼠
啓
時
託
イ
ヌ
逐
飛
恥
垣
寺
○
影
鋸
ト
ロ
譜
蒋
０
や
ｌ
ｒ
Ｇ
恥
画
〃
も
勤
呂
泌
虹
恥
甦
記
凸
凸
卯
宮
艮
〆
Ｐ
９
凡
○
Ｂ
２
●
か
⑮
●
亀
武
を
〃
鼻
こ
げ
Ｐ
〃
石
Ｆ

是認。否認劉記第8号様式（第6の2の(1)の事項関係､その1）

追 -1跡; : 捜 査 簿

注1 否認事件は、右上の「否認」に朱響きで○印を記戦する。
2規格は、A列4番縦長とする。

■

■ ■ 番

‐ ■

今
の

■
●
●

号
守
り

｡ ｡

ｂ
● 年

● ■ ■ ● ■
① ◆ 寺

｡■ ■
B

p

:第 ◆

●

●

ロ
■
■

号
0 ●

①
。

◆ ●

凸

◆ ●
守

◆

句

。

Ｇ

●

●

◆

◆
①
◆

■
●
■
む
け

①

。

◆
４

●

■

？

● ●
●

■ 争

寺 ● ●｡ ｡

｡ 。 ： ．。
● ｡

●

■

●

g

〃■

◆

｡■

● 』

■ ●

P

ｃ
６
ｐ

ゆ

違反日時
P■ ● ● ｡ ●

L ■

年
●

■

月 日午前･午後 時 :分
● 旬 毎

●
争

◆ ●

。
●

｡ ●

▲

●

■
令

●一 ○

◆ ①

p

●

■

▲

△

◆

■ ■

P

違反場所 北海道

◆

ｲ道路名 ，． ： ． ．

G

◆ ｡ ■

●

■

車両番号
■
●

●

■ 町

車
C l

種
旬
。
５

旬

■ p ■

q ●

● ら

● 今

● 中 ● ●

白 印

P ◆ 9
0

今 年 ■

● ｡

4 ■

籍
会

車
：
照

平成 年
◆ ■

● q

■

$

■

● ■

月 日
■

● ◆

｡ ｡ ■

■ ●

心 ●

照会者 ●
Ｐ

● ■ ●

● ｡▲
●

■ ●

■

● ｡

回答者 両

■

b

』

■ 守

『

Ｆ
Ｂ
寸

旬
の

■ 寺 、●
● ● ■ ● ■ ●

旬

｡

q

■

｡ ●

B ゆ

所有者
〆●

●

｡ ｡

●

■

●

◆

､

｡

“｡

▽ L

●

住所
ｑ

ｑ
ｑ

。
■

ｐ旬

ら
ゆ

り
。。■

祐

争

● ●

■ ● ●

｡

◆ ●

｡ ● ■ ● ●

ｰ‐一－一一一－一一一一－一一一ｰ一一一一一一一ｰ一一一一ｰーー~~‐‐--ｰｰ一一一■■一一一一－一~●■ｰｰ一一一一一一ーーーーー‐ーｰーーｰー■■‐ｰ－－－－
●

氏名 、 ； ： ､ … 、口

今 ■

■
e ■

● 缶

違反速度 ● q■ km/h超過
●

km/hのところ km/h
●

0

0

●● P

違反者
｡ ■ ■

寺

q ①

住所 “
一一一一ーｰーー一一－－－ｰ‐一‐ｰーーーー一一■■ー－－－－ｰｰー一一－一一一一一一ｰ一一‐ｰ‐ｰ一一一一■■一一一■■‘－ー草一一一一一一一一一一一一一一一一一■■

●
旬

G

職業
－－ｰｰ一ｰーー■■一一一一一－－‐ｰｰ~一一ー一一ー一一一‐一一ｰ‐ｰｰ一一一一一-－－－‐~‐‐－－ｰ！■■－－－－ｰ－‐‐ー‐~ｰ~-－－ 一一一Ⅱ■■ '■■ 1■■－－－ｰ

： 。 ．

氏名 年 月 日生（ 歳）
ー■■一一一ー幸一や－－－ーー■■■■－－－~ロ■■ｰ一ｰｰ一ー一一ーーｰー‐‐‐‐一一一~ーー一一－－一一‐－－‐~－－－ｰーｰ一一一一ー‐~‐ーｰ‐－－－■■■■－－－

電話自宅 携帯 勤務先
Q C p

●

● ■

｡ 『 ●

● ”

D

K

◆

●

8

違反写真貼り付け柵

（副本又は写し ）
勺

●

61 20 440 追跡捜査簿 3年



戯
討
”
詑
瞳
瞭
癒
昌
静
菖
鈩
ジ
夷
草
シ
《
詮
ａ
島
を
毒
貢
ぎ
唾
磨
露
誕
写
窓
ざ
留
蜂
唇
誹
夢
容
診
亭
毘
僅
》
隠
修
Ｆ
寓
毘
爵
診
芽
ご
固
思
ｃ
曽
睡
閃
曽
彪
瞳
豚
腓
歴
航
雇
臨
股
瞳
監
ぎ
ぎ
藍
愈
昇
ア
リ
涜
第
徳
歯
輔
覆
謬
友
墓
鯵
§
ご
寺
珸
き
ぎ
＄
￥
り
さ
＃
診
ろ
〃
ザ
既
岻
罵
り
悩
撮
魁
協
闇
附
Ｂ
既
璽
Ⅳ
昏
冒
曽
能
β
勵
実
ジ
冨
鷺
謁
龍

一

戸

１

哩

）

別記第8号様式(第6の2の(1)の事項関係､その2） 【NC 】

注規格は、A列4番縦長とする。

７
＄
６
合

｡ ●

句

月日･時間
ﾔ 0

● ●

： ．シ ： ． ． ・・ ，． ． ． ~・ ・ ・ ・ ・ ち ． ． ． ． ．. ． ． ・ ・ 、. .． ．． ′ ・ ・ ．･畠・ ・ ． 、

: ； ;: ;r捜:i査ゞ経過
芋 g

● ●
◆ ●

● ■ ●
◆

■ ● ■ ● ｡

｡ ｡ 8・ そ
b

● わ

● ■ ●

ゅ Q ■

▽

● ● ●
●

●
６

;" ; : ■注指揮伺い詣揮事項i :Wズ：. ． ’

■
●

■

●

●

●

●
唖
④
？
●

や
句
。
■

●

●
中
■
●
●
■
Ｆ
ｅ
Ｆ
ｐ

●
●

●

○

七

心

毎

■

。
●

■

Ｐ
■
●

▲
や

■

●
■
●

▽

Ｐ

●

色
勺

■
●

●

①

①

。

●

●

◆

●

●

■ ｡

①

■

心

■

｡ e

◆

旬

ゆ

｡

●

句

巳
ｂ
ｅ

句

甸

●

F

●

●
。
。
■

●

●

b

●

●

●

●

◆
●

や
●
Ｆ
■
▽
ｂ
ｅ
参

●
守
●
■
ら
■
●
、

◆
■
ｃ
４
ｑ
ｐ
■
。
■
●
●
■
寺
毎
■
■
ひ
ゆ
心
Ｂ
●
●
■
■
●

■
■
◆
毎
晶
●
●

今
■
■
。
■
●
Ｑ
●
合
凸

◆
。
妃
◆
。
■
●
一
旬
口
●
●
■
６
句
Ｂ
■
●

●
■
■
■
ゆ
Ｕ
■
■
ｅ
●
●
■
■
●
●
◆
の
●

０
●
ｐ
■
■

ａ
Ｇ
Ｆ
ｂ
Ｆ
ｏ
ａ
■
Ｆ
Ｆ
Ｆ
●
、
●
。
■

■
▲
●
◆
◆
◆
。
◆

①
◆
。

◆
◆

●

申
■
ｃ
の
。
■
や
ｑ

Ｆ
ｅ
◆
。
●
Ｐ
ｂ
●
▲
●
●
●
。
。
■
◆

？
。
■
■
、
白
●
勺
争
●
●
■
寺
■
口
中

。
●
Ｇ
ｏ
ｄ
■
ら
参

●
。
ａ
●
■
合
■
●
今
■
●

。
■
■
■
■
●
■
寺

。
◆
句
寺
ｏ
１
ａ
ｅ
０
Ｓ

■
●
ひ
ら
①

■
●
■
・
少
●
。
。
Ｑ
寺
叩
。
。
。
ｐ
タ
●

■
◆
●
。
●
●
。
●
。

●

● ■

■ ●

◆

●●

●

◆

ザ

■

q

a

a

■

■

●

｡

①

吟

、

●

●

◆

の

●
ｃ
ｃ

●
●
●
●

。
◆
◆
●
や
▲

①
●
ｑ

ｏ
Ｆ

●

■
●

ｂ

ｑ
ｄ
●
。

■

■

■

■

◆

●
。

●

■

●

○

●

■

■
■
Ｃ

ｅ

①

■

ｑ

ｅ

Ｐ

ｆ

●

○

○
寺
■

や

●

●

や
中
や

◆
●

。
ｐ
・
●
●
①
ａ
▲
Ｌ
Ｇ
③
■
■
色
●
甲
●
今
●

■

Ｐ

。

●

●

●

■

●

■

Ｐ

。

●
叩

寺

寺

●

●

ｂ

■

●
■
▲
●

●

●
。

ｏ
ｃ

ａ

毛
●
色
？
■
●
●
■
◆
Ｆ
○

●

？
●

■

■

●

。
色
今
■
●
●
■
↑
。
。
①
①
記
①
■
●
●
■
凸
ｑ
■

●
Ｑ

Ｐ

ｂ
伊
●

巳

■

■

。
●

●

◆
昏

令

○

。

●
■

守

令
■

■

６
年

ｂ

ｅ

旬

寺
●

毎
■

。

●

●

■

令

畢
。
．
。
。
●
。
。
。
生

④

■
●

●

ゆ
●
■
◆
●
吟

や

。

●

●
。

●

■
心

の

●

●
●
●

■
①
●
や

①

●

ｑ
①

◆
、
ロ
■
も
●
弓
●
●
●
。
●
●
●
０
。
●
申
■
●

巳

●

●

５
。
●●

。

ｑ
●

●

●
■

年
ａ

』
Ｂ
●

心
■
■

①

●

Ｇ

◆

０

●
◆

■

●
●

●
。
●

○

Ｆ

■

●

●
●
◆

Ｂ
ｇ
●

◆
Ｂ
Ｕ
ｇ

Ｃ

●●凸●

ザ

●

。
△
●
●
号
●
◆
◆
０

●
●

■

●
ｒ
●

？
■
■
△
、
０
口
■
◇
。
①
●
●
●
６
の
凸
■
●
ｎ
口
■
■
●
●
ｐ

ａ

Ｄ

ｄ

①

■
■

◆
。

◆
●

■
▲
■

▲
■
●

●

。

■
■

●
●
●
●
マ
ム
■
◆
◆
●
●
や

●
凸
色
○

■
耳
。

◆
●
Ｐ
●
●
Ｆ
◆
●
●
◆
●
寺
申
●
●
■

●
今
。
■
・
●
■
凸
の
』
■

■

旬
■

①
巳

●
誤
ｅ
●
■
や
●

巳
●
◆
●
●
■
ｃ
ｃ
■
■
●

ｅ
●
●
◆
ゆ
け
■
ｅ
●
●
Ｆ
毎
・
■
■
●
■
寺
●
勺
●
守
■
●
◆
ｑ
●
。

。
●

Ｇ
■

●

●

●
ロ
旬
生
む
わ
■
Ｐ
缶
。
●
ｐ
６
◆
缶
■
争
色
●
凸
●
○

Ｆ

？
■
申
◆
・
竿
や
。
■
守
■
■
●
◆
■
ザ

●

ら
、

◆
■
Ｂ
ｅ
Ｆ
■
●
●
旬
●
■
■

●

甸守
■
ら
■
ゆ
◆
。
■
。
今
■
ｐ
余
●

■

守
Ｆ
ｑ
●
や
む
。

Ｇ

■
●

守
◆
や
ら
◆
◆
■
■
■
●
。
△
●
●
●
■
Ｇ
ｂ

ｑ

ｂ
●
』
●
、
●
■
●
●
■
。
■
■
口
●
■

。
●
ザ
■
■
ザ
■
Ｐ
■
◆
記
①
■
甲
。
◆
●
・
勺
。
●
●
。
ｑ
●
■
●

■

●

○
ｅ
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ｃ

ｐＤ
■
■
■
●
●
●
■
凸
◆
■
■
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ｂ
４
①
９
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①
守
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●
●
■
■
ｅ

◆
、
。
。
、
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。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

■
●
呵

凸

ｑ
●

。

◆

●

Ｆ
●

ｃ
ｐ

ｂ
ｑ

■

ひ。
◆

十
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。
●

年
？
●
●
寺
●
①

竹
■
ひ
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ｐ
●

●
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①

◆ q
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●

◆

●

■

■
。

ｂ

■

■
１
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●
６
口
■
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■
●
ｐ
ロ
■
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■
◆
。
“
ｅ
ｅ
ａ
●
●
◆
●
、
■
Ｑ
●
■
６
△
●

●

０
口
寺
●
Ｇ
●
■
今
色
色
●
●
■
ｑ
ｐ
■
■
■
ロ
セ
ボ
ｐ
●
ｑ
Ｕ
ｑ
■
■
寺
■
■
守

り
■
６

ａ
●

Ｌ
●
●

■
ゆ

●
●

ｂ
▽
■
呵

口
●
凸
ョ

ｂ
Ｄ

Ｄ

寺
↑
■
ｑ
■
色
。
■
■
０
●
巳
●
。
●
■
①
。
●
”
け
■
。
◆
■
●
ゅ
◆
巳
今

■
◆
。
巳
色
■
●
Ｐ
。
●
由
●
●
。
●
』
》
。
◆
●
●
■
◆
や
◆
●
①
●
●
■
。
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●

■
ｂ

Ｇ

Ｄ

昏
■
Ｌ
①

■

■

■

●

Ｂ
●

▽

色
ｑ

●
ｂ

夕
●
巳

守

●
■

ｂ

◆

け

。
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ｏ
Ｆ

ｐ

ｂ

▲

■

Ｆ
ｇ
叱
り
け
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○
Ｇ
■
Ｂ
●
□
む
ら
甲
ｐ
■
●
◆
■
●

。
■

守
▽
●
◆
●
口
■
Ｇ
◆

Ｆ

ゆ

り
◆
◆
▽
●
■
●
●
Ｇ
Ｐ
●
■

Ｐ
も

●

●
■

Ｇ
①

■

◆

■
▲
ａ
ｅ
ｅ

ｂ

■
４

■

●

心■
■
■
巳

●
●
Ｇ
Ｐ
ｐ
Ｆ

●
。
■
ａ
ａ
Ｇ
●
Ｇ
①

●

●

●

巳

甸

Ｃ
Ｏ
●
。
．
合
■
■
Ｆ
●
■
●
●
の
●
●
も
？
■
旬
■
◆
●

●
旬
◆
色
●
年

。
。
●
Ｆ
色
●
●
。
●
▲
。
●

①
■
■
■
。
■
①
●
Ｆ
■

●

少
■
■
凸
●
①
■
ゆ
り

●◆

■

巳

’命 や

●

●

｡

｡

p

●

●

■

■

●

●

． ：

■

e

■

● ●

●

◆

■

◆

●

●

◆

● ◆

■

●

●

｡

◆
○
Ｆ
。
■
巳
●
●
●
■
。
ひ
■

＋
■

。

伊
■
●
■
●
●
申

令
●
■
■
。
●
■
■

。
◆
●
●
●
●
つ
●
句
守
■
■
●

●

Ｆ
Ｄ

①

●

●
。
。
△
●

●

●
。

●
ｐ

●

Ｇ
ｑ
ａ
●
旬
●
Ｆ

Ｄ

●
■
●
●
ザ
●
①
●

。

■

■

●

●
ザ
缶
守
●

●

■

●

■

●

●

旬
●

句

■

●

◆

ｑ

ｃ

ａ

●
ゆ
り
。
●
●
◆

●
●

◆
且
●
●
ａ
Ｇ
Ｇ
Ｇ

◆
●
■
●
。
●

０

６
４
●

●
ｐ

●

●

●
■●
●
●
■

Ｆ
Ｕ
ｐ
■
●
●
■
や
鋲

●
。

●

■

G

■

C

O

■

子

｡

●

△
ゆ
む

●

色
色

■

◆
●
①
色

４
●
。
◆
●
■

句
・
○
寺
■
●
Ｐ

●
◆
■
●
◆
。
■
Ｇ
◆
色
Ｑ
●

色
■
恥
。
◆
６
●
●
■
令
●

■
。
●
Ｃ
Ｇ
●
●
■
●
毎
○
・
勺
●
今
●
■
■
４
◆
●
令
や
■

■
●
●
●
■
●
■
●

①
Ｇ
ｑ
ｅ
ｅ
■
写
●
や
■
■
●
●
中
●
■
や
。
◆
色
●
■
。
。

？
●
の
●
。
◆
。
●
●
守
■
Ｐ
。
●
わ

■
寺
◆
。
●
■
。
■
■
●
。

●
●
■
毎
■
■
Ｆ
■
●
？
①

■
ザ
。
■
●
今
◆
●
。
。
●
Ｐ
。
。
■
？
■
■
●
■

●
争
甸
●
◆
Ｆ
◆
◆
●
●
守

●
Ｑ
叩
●
む
ゆ
心
●

●
■
早
■
■
●
ゆ
④
■
Ｂ
◆

◇
ら
凸
■
ｐ
■
■
●
守
守

■
■
ｅ
ｑ
■
●

わ
●
◆
●
■
■
ｐ
●
●
●

●
●
●
■
◆
■
○
参
◆

毎
ョ
ｐ
ｃ

■
の
■
令
●
■
■
■
●

●
●
。
■

●
●
Ｇ
Ｆ

■
Ｇ
４
ａ
●
■
ら
？

。
■
◆
●
■
■
④

Ｆ
ｂ
ｇ

◆
や
●

け
り
巾
ｂ
ｃ
ａ
の

●
凸
寸
●
■

Ｄ
Ｐ
Ｇ
■
旬

●
い
■
ひ
ら
■
●
■
●
◆
。

●

｡

E

●

■

●

●

●

◆

｡

△

●
●
巳

●
●
●●
Ｇ
■
、
４
句
■
。
●
■
●
・
■

●
。
ａ
●
ｐ
◆
■
■

◆
●
ｑ
Ｄ
Ｑ
Ｄ
ｇ
●
◆
ｑ
今
。
●
●
■
。
◆
》
。
‐
６
Ｆ
Ｑ
●

○
○
℃
①
●
■

？
け
む
●
●
●申
ら

Ｆ
・
■
■
●
今
ｂ
●
①
Ｐ

●
●
●
■
Ｆ
ｂ
■
●
Ｂ
■
■
旬
守
■
寺

仔
令
や
ｂ
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職
伸
介
秘
鼻
易
製
異
国
ゾ
爵

侭
立
ら
繩
峰
今
袋
昨
分
肺
詠
”
暑
み
韓
番
》
夢
』
必
延
退
行
侭
唆
筑
諦
迦
酷
戸
亟
駁
鰯
殉
爵
廓
闇
告
髄
蹉
究
貯
蹄
哩
軽
廃
毘
尭
竪
如
呼
豚
禺
Ｓ
シ
認
多
。
胤
再
重
さ
子
蓉
寺
蓉
晶
唖
妃
唖
忽
令
か
診
澤
》
迄
秒
睡
〆
金
Ｆ
〆
訂
お
垂
診
房
易
提
免
含
寺
宅
診
＠
も
箭
彰
鞍
画
特
問
瞬
ｇ
Ｎ
Ｆ
跡
峻
居
噌
＆
烏
屋
届
盟
如
き
菖
訓
妬
詑
凹
恥

別記第9号様式（第6の2の②の事項関係）

覇

〃

渉
。
ロ
ロ
踊
子
Ｄ
８
ｂ
Ｂ
品
ｑ
唖
ｃ
い
わ
ぬ
凸
申
毎
分
詞
鼻
町
守
野
宅
△
か
ぐ
争
凸
〃
毛
＆
〆
茂
〃
■
ん
必
■
殉
●

わ
〃
“
虹
里
刀

吸
い
、

“
９
句
●
●
、
ひ
●
６
９
己
１
●
。
●
り
ぴ
■
、
ひ
ら
与
仔
Ｄ
■
●
、
■
ｒ
■
。
■
■
Ｕ
偽
り
で
●
功
■
動
■

；

ｒ
■
０
口
Ｉ
Ｄ
Ｄ
ｐ
Ｄ
ｂ
Ｇ
ｂ
ｑ
ｂ
ｐ
Ｄ
Ｑ
ｒ
Ｅ
１
ｒ
①
Ｆ
い
』
〃
し
。

Ｑ
ｆ
ｏ
ｊ
ｏ
け
■
じ
け
ｐ
Ｒ
ｑ
ｐ

Ｃ
Ｏ
り
あ
凸

も
虹
●

口
牢
タ
ョ
里
■
Ａ
い
ひ
型
や
ら
、
凸
ク
ウ
Ｐ
市
脚
ｉ
ｆ
屋
ロ
ロ
伊
、
α
，
ヴ
タ
ヴ
心
も
“
ｅ
●
６
０
０
凸
９
１
●
Ｄ
ｆ
Ｏ
Ｄ
Ｇ
ｌ
ｆ
９
ｏ
ム
リ
。
●
▼
０
７
６
－
◇
●
ｌ
ｐ
ｒ
■
８
０
■

Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ

I

I

● ●

●

｡ ｡｡

句

乱 ． ． 。

●

q a

q

通知書番号：
b

● ■

●

● ●

？
●
●

ザ ● F
q

｡ ●
寺

● ● ●
●

由

◆
▽

け

色 ゆ

■

■

● 申

●

●

P

①

P ●

第

： ． ． ､ ．

●
○
由

●

｡

△
、

■

■

● a ● ● ● ■ ◆ F
D ●

4 ■ ■

旬 ●

T ●
■ F ■ ■

P C

■ け ｡ ■ 4 9 0

句 C e ■
r ■ ● b

b 0 申 p
●

● ● ■ 凸 ■ ◆ ■ 、

○ 9 $ ■ ●
P ▲ ● ● F p

－ ，､ :号､
● ● ●

｡

｡

■ Q
C

- 』 ｡ ． ． . 。． ・・ ｡ ｡ ･ ･
･ ｡ ．､1 ｡ 。 ･ ･ ･

F p a U c

● 芋
●

●
■

． 別 O

G

｡ ● ● ■ 参◆ 寺 p

D c e

:通知書
●

● ◆

● ●

寺

p ■

◆ ｡ ｡

■
●

｡ ■ ■

発信年月日
； ． ､ ： ．

●

●

i

． ： I 年

■ ■ ◆

q 中

旬

■

▲

■ ､

◆ ●

F 寺

●

■ ●

○ 9

℃

◆q q ac
● ●

凸

■

●● ●
｡

●

月

■
４

づ

日

‐● ●

p

己 ■

◆
●
凸
■
。

巳

白 巳

▽
ｑ
ｅ
ｂ

ｂ

。

●

◆
ｑ

●

Ｇ

■●

"｣t:h! :r:． :rjf, ， ： ． 、． ： ::{ ： ： :

』 } : :4 ;遁ﾖ i ゞ ：矢ロ}‘ ■: :壽書 〃ゞ § :、 … ツ
, 。 ． ・ ・ ・ ： ． ． ． 。 § ， ．

・ i､ ． ． .. ･ :r ・ 、：:[ (運M所属名泥、
： j 』 ／

i､-:f ： 、 i ： ・

ノ様名義の ： ｛ ｱj自動車(登録番号 号） ；
が､…､庫＆狗旧午前.午後, 〆時粉ごろ､ "■ ： 『

． ： ．

． ：． 、 ． 、

速度違反（口速度違反自動取締装置口高速走行抑止装置）により測定、写真撮影されたことに

ついて、お尋ねしたいことがありますので、当時運転されていた方は､次の日時､場所に出頭して

雫

下さい。
申 ●6

● a

F

◆

● ●

◆ ● ｡
● ●

■

●

◆ B ■

q G B

● ● ■

◆
凸
■

‐ ● C ■

仕i豆頁二1場戸斤雲言Iﾌ勺1劃

出頭日時
､

0

｡ ■ ザ

年 月

‐ 守

、 ■

q ●

日（曜日）
■ ら ｡

。 ｡

｡ q
P ｡

出頭場所

今 ■

q ● ◆
q 旬

G B

● ■
｡ ◆

お持ちいただく物

寺 今

この通知書 ・ 運転免許証 ・自動車検査証（車検証）

印鑑（シャチハタを除く｡）
■ ● ■

ざ● ‐

その他

◆ ､

l 上記日時に出頭できない場合は、必ず連絡して下さい。

連絡先

電話番号（ ）

隊 係
一

2電話でのお問い合わせは、土曜日、 日曜日、祝日を除く午前9時か

ら午後4時までの間にお願いします。

3 出頭場所については、下記の案内図をご覧下さい。
1 ，



別記第10号様式（第6の3の(2)のイの(ｱ)の事項関係） 平成 年

長期未決 違 反一覧表（自動速度取締装置等）

所属

_旦廻
管理番号棚には、交通法令違反管理簿（速度違反自動取締装澄簿）の管理番号を記戦する。

鉱月、所属長の決裁を受ける。

規格は、A列4番横長とする。

１
２
３

注

Bも鐘0画…一章唖一…~転醒……卜…0恥、､略0畠､虻④沌噌P譲り邸W⑪$….D今｡4.-Dp0U髄竜宝申･白…ずずゅずず”｡……2F'牢舞､TF群れ醸寸…Wい郡舞〆4W,､廿仏?p“勿寧”E”筆…………弓唯…建潭淫裁…Ggb卸芯郵翼…狐“8能率峰g･
クーー･→－－－も‐も→一G 号℃も 吉 子-,.▲毎.｡■■.■衿 .●もの←･－聖一・po-boヂ･巳､｡~七か.Q●〆､｡.Q･-も一夕･早･夕守a『､ ｡七・Qも･････やQ･ﾀもやり｡｡“･･ヴウターも,タｰｰﾀ今･ぴ｡､勺ター｡●｡一一eもむ一･･●｡-一寸p④，Q,●●守令や－●ヂーや。C争一レーーーー申

番号
管理簿
爵号 違反年月日 時効年 違反速度 違反者

適用
譜式 長期未決理由・捜査状況

■

送致

年ﾙ1脚．

(排曙）

、

JQ 完結：
年月日

処分
結果

｡●

■

、
ひ

年 月 日

り
●

年

（ 磯）

交通

基本

●

＄ e e

ｳ ■

年

ﾉツ 11

（ ． ． ）

年

ノリ ［1

● ■

年 月 日

●
●

年

（ 職）

交通

基本

◆ ｡

月

年

（ ）

年

刀 Iヨ

年 月 日

● ．

●

年

（ 鰻〉

交通

基本

■ ｡

。 ●

fI：

13

）

■
月

ｆ

年

jl Iヨ
●

年 月 日

●
●

年

（ 鮫〉

交通

基本

● ■

▲ ｡

年
心■■

月 Iヨ

（ ）

ゆ

F4

月 I;1
■OB十

、
ﾛ b e

年 月 日

●
●

年

（ 歳）

交通

基本

年

月 l］

（ ）
● ＝

『'三

ノリ 脚
●
●
■

年 月 日

、
●

■ ●

年
C a

（ 磯）

通
本
交
基

B fd■

｡

年

月 日

（ ）

6 ■

年

月日

年 月 日

●
●

年

（ 磯）

交通

基本

.年

月 日

（ 〉

年

月日

年 月 日

ｄ
ｏ

年

（ 縦）

交通

基本
｡ ◆ ｡

年

臼

）．

◆
■
■

月

◆

〈

年

月 ‘日
◆ ◆●

｡ ■

C b －

ザ ｡

年 月 日

●
●

年

◆

（ 歳）

交通

基本

p

◆ ｡ ④ ■

◆ ■

■ ▲

U 寺

● ■ 寺

年
■寺 ゆ

n 個

（ ）

年6

色 P

月 i］ C a

■ ●

◆ ■

◆● ｡ ●

■ ◆

年 月 日

０
口

年

（ ． 職）

交通

基本 r ● ●
■ ｡ q ▲

■ ｡ ◆

月 ■

■

ロ
■
口Ｉｆ

１
◆
●
②

二
骨
■
■
■
●
▽

。

（ ： ： ． ）

年

・ jl IH

● 9
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－

20 262 股101未決逸反一挺変（速度述反脚動取締装i職.繍） ．



也
惟
倫
邸
靴
醜
祁
繋
や
詑
汐
吊
銘
お
尚
跨
房
働
詑
脂
少
琶
凌
賜
匡
匿
姑
易
易
踏
に
影
防
除
い
晶
旧
曝
侭
協
噴
雁
肚
毛
心
仏
煽
閉
診
夢
魔
Ｂ
ｒ
舎
鈩
ｇ
諜
月
謄
暉
ｒ
驚
豊
附
秘
邑
町
箇
瞳
謄
亟
闇
罵
聞
肘
、
隅
冒
捗
り
Ⅳ
発
き
侈
鮒
弗
侯
蹟
勇
し
面
王
便
、
８
き
ざ
ｚ
げ
ら
：
名
手
苫
吊
今
Ｄ
Ｈ
さ
Ｐ
ｐ
ｈ
隅
願
罷
困
弘
一
沙
砿
Ｈ
Ｆ
ｒ
ｐ
●
叱

別記第11号様式:(瓢の4の事轆鰯: : :: : : : : :煙、 ： … “、=…、 ､､‐~ ;” ､…、＝~､ ､ $ ハ¥"､…: ､”≦, : ､ : => : ､ : ．: 、 ，好; ".f"･ ､: … :､: : “…: : ..;･ f l .- 、､ :.､ ; 、

( ゞ: :琴剃交:;Sm:怯逢令違仮: {不』 :立; :件:簿感(速度違反自動取締装置等）

！

p ,
■ 凸

■ ◆

◆

■ ■

■ ■ ■巳 ■
■ ●

番号
● ●

■ q
oc

B b

C c cg ①
C G

① ●

p ●

理

悉号

■
勺
●
凸

◆
◆

●

昏ゆ ●

｡

q○

●

■ B b b b a◆ ●■ ● ■

* 旬

・ f

取扱者

』 旬 ･

旬

◆ ●

｡

(捜査担当識）
｡ b ▲ ● ● ● ■ ■ P

. .:f､: .､ ..･･ ･: ．．:: ､･ ･、 ． : .筆
溌生日時: i::

． ... ： ． ， ．.． “. ： ．
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別記第13号様式（第8の1の事項関係）
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画像検索結果出力例

三菱電機製(自動速度取締装置(レーダー式)、高速走行抑止装置(レーダー式)）

画像検索結果

出力日時:2016/2/00?OO#00

東京航空計器製(自動速度取締装置(ループ式)）
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